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宅地耐震化推進事業の経過

（１）変動予測調査（平成22年～平成25年）
事業着手準備期間（平成19年～平成21年）

1次スクリーニング（平成22年）
※大規模盛土造成地分布マップ公表は平成2７年11月

1.5次スクリーニング（平成23年、平成25年）
2次スクリーニング（平成24年、平成25年）

（２）滑動崩落防止工事（平成25年～平成30年）
工事着手準備期間（平成25年～平成28年）
工事期間（平成29年～平成30年）
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（１）変動予測調査

①事業着手準備
・投資的事業実施計画（開発審査課：宅地造成等規制法所管）

・予算要望（平成22年度予算として21年度に計上）

・地元要望（平成2１年度要望）

花の峯地区自治会より、斜面の安全性検証実施の要望が提出された。

（宅地耐震化推進事業とは関係なく、斜面の状態を見た住民からの要望）
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② 1次スクリーニング
変動予測調査業務委託（プロポーザル方式）

委託期間：H22.9.17～H23.3.31
委託費用：6,142（千円）
調査区域：４１㎢

→ 大規模盛土造成地 １００箇所

【西宮方式】

・西宮市での危険度評価基準の策定と2次スクリーニング調査の実施優先順位付け
・阪神・淡路大震災での盛土被害状況との整合

・阪神・淡路大震災での対策工事実施状況の確認

地すべり対策工(道路事業)：２７箇所（うち大規模盛土：２５箇所）
民間宅地 急傾斜地崩壊対策事業：２３箇所（うち大規模盛土：該当なし）

・現地調査による、切り盛り土境界および地下水の湧出状況確認

・１.5次スクリーニング調査実施の提案（７箇所）：地下水不明箇所
・２次スクリーニング調査実施の提案（花の峯地区）：地盤変状および盛土高所からの湧水
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盛土の諸元

盛土長さ 盛土幅 原地盤の勾配

盛土高さ 盛土中央部の厚さ

地質

重大。擁壁、路面、宅地

（断面図） 注１）変状があれば，その位置，程度も記入する

注２）盛土末端部の擁壁，めくら暗渠の流末，地下水排水の流末を記載する。

注３）盛土の形状が複雑な場合は複数断面作成する。

旧地形の土地利用山地周辺地形

断面番号 盛土タイプ北87-01_1 谷埋め

山林、沢

1ｍ～5ｍ以上

造成年代 S44

（判定理由） 末端擁壁、法面小段での湧水状況より

100m

地下水の有無 有

擁壁、小段

250m 17.7°

80m 35m

地下水が認められる箇所

神戸層群

擁壁タイプ コンクリート擁壁がある場合

盛土材

地下水位

岩屑～粘性土

クラック有

クラック有

クラック有

擁壁・のり面

道路面

擁壁、のり面有盛土末端部の状況

擁壁高さ 2.8ｍ+○

1:1.8より緩い

宅盤内

変状の有無 有

変
状

箇
所

のり面がある場合 のり面勾配

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

0 50 100 150 200 250 300 350 400

距離程(m)

標
高
(m
)

NewZ

OldZ

旧地形（修正）

宅
地
盛
土
カ
ル
テ

6



大
規
模
盛
土
造
成
地
分
布
マ
ッ
プ
（
南
部
）

7



地
す
べ
り
対
策
工
施
工
箇
所
（
平
成
7
年
度
）

8



③1.5次スクリーニング
・簡易な現場調査により2次スクリーニング調査の必要性を検討
・ミニラムサウンディング試験実施による、地下水位および締固め度の確認。

・造成年代の再調査。

平成23年度：4箇所（市管理の公園内で実施）委託費：3,160（千円）
3箇所は安全性を確認。1箇所（剣谷町）は2次スクリーニングへ。

平成25年度：3箇所（道路区域内）委託費：1,837（千円）
道路占用者（水道・ガス・電気・通信）との協議に時間を要した。

2箇所は個人宅地内での調査が可能であったため、土地所有者の承諾を得て位置変更。
3箇所とも安全性を確認。
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地下水位
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④ 2次スクリーニング（2箇所）
【花の峯地区】平成24年度
・ボーリング調査 ３箇所

・表面波探査 ３測線、３４５ｍ

・地下水位観測 ２箇所（４ヶ月間）

・安定解析 最小安全率＝0.67（宙水位、地震時）

【剣谷地区】平成25年度
・ボーリング調査 ２箇所

・表面波探査 ６測線、１，０１２ｍ

・地下水位観測 １箇所（４ヶ月間）

・安定解析 最小安全率＝1.378（地震時）
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【花の峯：2次スクリーニング調査】
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【剣谷町：2次スクリーニング調査】
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【剣谷町：H7年 被災状況】
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（２）滑動崩落防止工事【花の峯地区】

【花の峯】

昭和３７年 宅地造成工事規制区域指定

昭和４５年３月（旧）住宅地造成事業法による認可（兵庫県）

開発区域面積：１２８，３５２㎡（１７５区画分譲）

昭和４８年１２月 同法による完了公告

昭和４９年 宅地分譲開始
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① 工事着手準備期間

（１）盛土地盤に関する詳細調査結果報告

平成25年3月：地震時（Kh=0.25）に盛土区域の一部が滑動崩落するとの調査結果

9月：自治会役員（4名）に対して説明。

10月：被害予測箇所の個人土地所有者（１６区画）へ（第1回）説明会実施

11月： 〃 （第2回）説明会実施

平成26年3月：個人土地所有者および斜面地所有企業へ防災措置勧告の文書送付

4月：市道路管理者へ通知文書発送
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【調査結果説明会での説明内容】

・宅地耐震化推進事業により、市内全域での大規模盛土造成地の調査を実施している。

・西宮市内で大地震時の被害が予想されるのは花の峯地区のみである。

・花の峯地区で震度６以上の地震動が発生した場合、盛土部分にある16区画で家屋倒壊な
どの甚大な被害が発生する。

・予想される具体的な被害を説明（平成23年東日本大震災での仙台市の被害等を説明）
・被害を防ぐためには対策工事が必要。

・想定する工法での概算工事費は1億１千万円。国からの補助金および市の助成金により
1/2は公費負担がある。

・宅地造成等規制法の規定に基づき、地震被害が予測される土地所有地に対して防災措置
勧告を行う。（市長名による文書送達）

・対象区域には市管理の道路も含まれる。

・改善勧告は不動産取引の際の重要事項説明項目に該当する。

・勧告対象の土地所有者の方々で、補助金交付のために協議会を設立してほしい。
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【懸案事項に関する対応経過等】

・道路管理者

被災予測区域内に市管理の道路区域が存しているが、宅地造成等規制法の規定に基づく

改善勧告対象でないため、道路管理部局への通知文を送付。

内容は住民への勧告文書と同様に大地震時発生に備えて対策が必要であることを記す。

・対策工事費負担

（事業費全体に対して負担割合を決め、被災面積による負担を求めた場合）

被害想定区域に含まれる土地の面積に差があり、負担額に大きな差

居住者（土地所有者）は高齢者が多く、高額な工事費負担は困難

工事費増額など不測の事態に対応することが困難

国庫補助金は、面積要件による上限額から事業費の１３％
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・融資制度

金融機関と協議。少額融資では無担保融資となり、行政による担保金設定が必要

滞納の際は担保金からの償還を求める

融資および利子補給に関する予算措置と人員配置が必要

・対策工事

斜面地を含めた滑動崩落抑止効果のある工法を選定

盛土内部に６０㎝程度の岩塊が多数混入

工法変更により増額変更契約を実施。事業費は１億8千万円

・対策工事の実施担当

道路維持管理工事担当課へ設計・発注・施工管理を依頼。

当初選定工法
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・施設維持管理

対策工事により設置した施設は維持管理が必要。

（補強鉄筋・水抜きパイプ・斜面保護フレーム、排水施設）

（花の峯地区）：道路管理者による維持管理

対策工事施工箇所の斜面地：民間会社の所有地

工事施行中（施工ヤードを含む）の使用貸借契約

施設維持管理に対する使用貸借契約

施設設置箇所は道路区域に編入、施設は道路法に基づく維持管理を行う

施設平面図
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② 対策工事施工

工期 ：平成29年7月～平成30年10月
事業費/国費 ：188.9/24.5（百万円）
対象区域の面積 ： 5,290㎡
対象区域上の家屋数(戸) ： 16戸
工事内容

プレキャスト法枠工（2,050㎡）
水抜きボーリング工（51本）
鉄筋挿入工（752本）
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施工状況

完成状況
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【対策工の効果確認】

対策前に地表面から湧水が確認されていた場所でGLー2.3ｍまで地下水が無いことを確認

安全率は1.0を超えた

平成３１年３月２５日 防災措置勧告の解除通知
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